
第１４号様式の２ 

物 品 賃 貸 借 契 約 書 
 

 

 物品の賃貸借について、借受人山口県（以下「甲」という。）と貸付人          （以下

「乙」という。）とは、次の条項により契約を締結した。 

（目的） 

第１条 乙は、次に掲げる物品（以下「物品」という。）を甲に貸し付け、甲は、これを借り受ける。 

 

  品    名  規    格   数量  備       考 

 

 

 

   

 

（賃貸借期間） 

第２条 物品の賃貸借期間（以下「賃貸借期間」という。）は、     年  月  日から   

    年  月  日までとする。 

（賃貸借料） 

第３条 物品の賃貸借料（以下「賃貸借料」という。）の額は、１箇月につき金         円

（うち消費税及び地方消費税の額        円）とする。 

（契約保証金） 

第４条 契約保証金は免除する。 

（物品の納入） 

第５条 乙は、物品を    年  月  日までに物品を即時に稼働可能な状態にした上で、   

       に納入しなければならない。 

２ 納入に要する費用は、全て乙の負担とする。 

（納入の通知） 

第６条 乙は、前条第１項の規定により物品を納入したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 

（物品の検査） 

第７条 甲は、前条の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から  日以内に乙の納入した物品の

検査を行うものとし、乙は、当該検査に立会いするものとする。 

２ 前項の検査に要する費用は、全て乙の負担とする。 

３ 乙は、納入した物品の全部又は一部が第１項の検査に合格しなかったときは、甲が指定する日（以

下「指定日」という。）までに、当該検査に合格できる物品を納入しなければならない。 

４ 前条並びに第１項及び第２項の規定は、前項の規定による納入について準用する。 

（物品の引渡し） 

第８条 乙は、納入した物品が前条第１項又は同条第４項において準用する同条第１項の検査に合格し

たときは、当該検査に合格した物品（以下「本物品」という。）を甲に引き渡さなければならない。 

２ 甲は、前項の規定により乙から本物品の引渡しを受けたときは、本物品の受領証を乙に交付するも

のとする。 

（維持管理） 

第９条 甲は、本物品を本来の用法に従い善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。 

（保守） 

第１０条 乙は、甲が本物品を完全に使用できるよう保守を行わなければならない。ただし、甲の故意

又は過失により本物品に修理又は調整の必要が生じたときは、その修理又は調整に要する費用は甲の

負担とする。 

２ 甲は、本物品につき特別な保守を必要とする場合には、乙に申し出ることとし、この場合に要する



費用は、甲の負担とする。 

（所有権等） 

第１１条 本物品の所有権は、賃貸借期間中を通じて乙に属し、甲は、乙の承認を得た場合のほかは本

物品の改造、模様替え等を行ってはならない。 

（賃貸借料の支払） 

第１２条 乙は、毎月、前月分の賃貸借料の支払請求書を  日までに甲に提出するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により乙の提出する適法な支払請求書を受理したときは、当該支払請求書を受理

した日から  日以内に賃貸借料を乙に支払うものとする。 

（期日等の変更） 

第１３条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、第５条に規定する期限（以下「期限」という。）

又は指定日（以下「期限等」という。）の変更を必要とするときは、甲にその旨を申し出ることがで

きる。 

２ 甲は、前項の規定による申出について天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、期限等

の変更を承諾するものとする。 

（物品の納入を遅延した場合の違約金） 

第１４条 乙は、期限内に物品を納入しなかったときは、期限の翌日から納入をする日までの期間の日

数に応じ、賃貸借料の額に年   パーセントの割合を乗じて得た金額を違約金として甲に支払わな

ければならない。 

２ 前項の規定は、乙が指定日までに物品を納入しなかった場合について準用する。 

（賃貸借料の支払を遅延した場合の遅延利息） 

第１５条 甲は、第１２条第２項に規定する期間内に賃貸借料を完納しなかったときは、当該期間が満

了する日の翌日から未支払金額を納付する日までの期間の日数に応じ、当該未支払金額に年    

  パーセントの割合を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 

（危険負担） 

第１６条 第８条第１項の規定による引渡し前の物品の滅失、損傷その他の損害については、乙の負担

とする。 

（契約不適合責任） 

第１７条 甲は、本物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙

に対し、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求、又は解除をすることができる。 

（契約の解除） 

第１８条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。 

(2) 乙が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若

しくは物品賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。）が暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員が経営に実質的

に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知り

ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合

（カに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなか



ったとき。 

２ 甲は、予算の都合その他やむを得ない理由があるときは、この契約を解除することができる。 

３ 乙は、前２項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を甲に

請求することができない。 

（不正行為に伴う契約の解除） 

第１９条 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占

禁止法」という。）第７条第１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第２０条第２項において

準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第１７条の２又は第２０条第１項の

規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟（行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３

９号）第３条第１項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。）を提起しなかったとき。 

(2) 乙が、独占禁止法第７条の２第１項（第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）、

第７条の９第１項若しくは第２項又は第２０条の２から第２０条の６までの規定により、課徴金の

納付を命じられ、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。 

(3) 乙が、前２号の抗告訴訟を取り下げたとき。 

(4) 乙が第１号又は第２号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判

決が確定したとき。 

(5) 乙又はその使用人その他の従業者について、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は

第１９８条の刑が確定したとき。 

（損害賠償） 

第２０条 乙は、この契約の定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当す

る金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、その不履行が、乙の責めに帰すること

ができない事由によるものであるときは、この限りではない。 

（不正行為に伴う損害の賠償） 

第２１条 乙は、この契約に関して、第１９条各号のいずれかに該当するときは、賃貸借料に賃貸借期

間を乗じて得た金額（以下「賃貸借料総額」という。）の１０分の２に相当する金額を賠償金として

甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。 

(1) 第１９条第１号から第４号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不公正な取引方

法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に該当するとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要であると認めるとき。 

２ 甲は、前項の契約に係る損害の額が同項の賃貸借料総額の１０分の２に相当する金額を超えると

きは、乙に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。 

３ 前２項の規定は、賃貸借期間を満了した後においても適用があるものとする。 

（物品の返還） 

第２２条 本物品の賃貸借期間が満了したとき又は甲が第１８条第１項又は第２項若しくは第１９条

の規定による契約の解除をしたときは、甲は、乙に本物品を返還するものとする。 

２ 本物品の返還に要する費用は、全て乙の負担とする。 

（契約の締結に要する費用） 

第２３条 この契約の締結に要する費用は、全て乙の負担とする。 

（疑義の解決） 

第２４条 この契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 

（履行の決定） 

第２５条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、甲乙協議の上、決定す

るものとする。 

 

 



 

 

 以上の契約締結の証として、この証書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

      年  月  日 

 

借受人  山口県 

山口県知事                            印           

（ 廨 長 ） 

 

貸付人                                             印 


